
 

                           議 案 第 ２ ３ 号     

 

 

      磐田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 

    磐田市職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものと    

する。    

 

     令和８年２月１６日提出 

 

                       磐田市長 草 地 博 昭      
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   磐田市職員定数条例の一部を改正する条例    

 磐田市職員定数条例（平成１７年磐田市条例第２９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第１号中「８３０人」を「８７０人」に改め、同条第３号中「３２

０人」を「２８０人」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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磐田市職員定数条例新旧対照表 

現行 改正案 

（定数） （定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 市長の事務部局の職員 830人 (１) 市長の事務部局の職員 870人 

(２) 略 (２) 略 

(３) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 320人 (３) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 280人 

(４)～(10) 略 

  

(４)～(10) 略 

 

 


